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2022（令和 4）年 8 月 29日 

 

内閣府公益認定等委員会事務局 

局 長 北川 修  殿 

 

公益財団法人 公益法人協会  

理事長 雨宮 孝子 

公益法人会計委員会(公益法人協会内)  

委員長 西田 浩子 

 

定期提出書類「別表Ｈ」をめぐる諸問題の解決について（要望） 

 

１．はじめに 

定期提出書類「別表Ｈ」（以下、「Ｈ表」という）をめぐっては従前から、また今

般の内閣府の定期提出書類の手引きの改訂(R3.6.15)ならびにＦＡＱの新設(Ⅵ-6-

①～Ⅵ-6-⑥(R4.3.30))を機に、多数の公益法人や関係者から解釈変更である、法

律の拡大解釈ではないか、ガバナンス上の問題もあるのではないかといった各種の

疑問や意見が出されている。 

  公益法人協会ならびに当協会内の公益法人会計委員会(以下単に「私共」という)

としては、当局ならびに公益認定等委員会の公益法人の会計に関する研究会(以下

単に「会計研究会」という)が、法律ならびに省令の一部の解釈を誤ったための混乱

ではないかと考えている。そこで以下に私共の意見や解釈を述べ、それによりある

べき結論を導く助けとしたいと思料している。 

  なお、この辺の立法は一見すると錯綜を極めており、私共も正確には分からない

部分はあるが、当時の立案担当者は条文を厳密に書き分けているという信頼のもと

に、条文を素直に読んでみて、下記の結論に至ったものである。 

本要望については、当局を含めた関係者の皆様のご理解を得ることを期待すると

ともに、それによって正しい解釈と妥当な実務に至ることができれば、同じ公益法

人関係者として幸いである。 

 

２．公益目的取得財産残額の計算の目的 

(１)公益認定法第 30 条(公益認定取消し等に伴う贈与)は、第 1 項において公益法人

が、①行政庁が公益認定の取消しをした場合、②合併により消滅する場合に、公益

認定法第 5 条 17 号が規定する定款の定めに従い、公益目的取得財産残額に相当す

る額の財産の贈与等を行うことになっている。 

ここで公益目的取得財産残額とは、以下のとおり①の財産から②の財産を除外し
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た残余財産合計額から③の額を控除した額をいう（同条第 2項）。 

①公益法人が取得した全ての公益目的事業財産 

 ②公益認定を受けた日以後に公益目的事業を行うために費消し、または譲渡した公

益目的事業財産 

 ③公益目的事業財産以外の財産であって、その公益法人が公益認定を受けた日以後

に公益目的事業を行うために費消し、または譲渡したものの額の合計額(公益目

的事業の実施に伴い、負担した公租公課等を含む)。 

 

(２)このような計算をする目的について、立案担当者は、「公益法人が公益認定を取

り消された場合には、一般社団法人または一般財団法人として存続し、その保有す

る財産は、原則として認定取消しの処分を受けた法人が保有し続けることになる。

しかし、公益認定後に取得した財産には、公益目的事業が実施されることを期待し

た国民からの寄附等により、取得、形成されたものが含まれており、公益認定を取

り消された場合には、当該財産を公益目的事業のために使用、処分することが寄附

者等の意思に沿うものと考えられる。 

  このため、当該財産が公益目的のために使用、処分されることを担保するための

仕組みとして、 

 ①公益認定取消し等の場合には、公益認定後に取得、形成した公益目的事業のため

に使用、処分すべき財産のうち、未だ費消、譲渡していないものの額(公益目的取

得財産残額)に相当する額の計算を、類似の事業を目的とする他の公益法人等に

対して贈与する旨を定款で定めている法人のみ公益認定することとし(認定法 5

条 17号)、 

 ②公益認定取消し等の場合には、取消し等の日から１ヶ月以内に定款で定めるとこ

ろにより他の公益法人等に対して贈与を行わせ、 

 ③期間内に贈与されない場合には、国または都道府県に贈与する旨の契約が成立し

たものとみなして国等に対して贈与させる(認定法第 30 条 1 項)、等の仕組みを

設けることとしたものである。」と解説している。（新公益法人制度研究会「一問

一答 公益法人関連三法」2006年 12月商事法務刊） 

 

(３)以上で明らかなように、この計算は 

 ①公益認定を取消しされた公益法人が、一般法人として存続することができるよう

その財産額を明らかにすること、 

 ②しかしながら、公益目的取得財産残額がある場合は、それが別の公益法人等(国、

地方公共団体を含む)へ贈与され、継続的に公益目的事業に使われることができる

ようにするという、いわば二兎を追うためのものである。 

  したがってこの計算の結果、公益目的取得財産残額がマイナスとなることは、公

益目的事業の遂行において、収入以上に公益目的事業に対し費消等を行い公益目的

事業を完遂したということであって、その行動を褒められることはあっても、その
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現象自体に何の不思議もない。つまり同 30条第２項の規定は、「公益目的事業財産

以外の財産」を財源としてまで公益目的事業を実施した場合は、その財源とした額

を公益認定取消しの際に贈与すべき公益目的取得財産残額から控除する（Ｈ表の計

算上は、「当該事業年度に増加した公益目的事業財産」に加算しない）ことが社会通

念上公平であるとの考え方に基づくものと思われる。（因みに、認定法施行規則第

49 条本文並びに同第 50 条３項では、この公益目的取得財産残額がマイナスになる

ことも想定した規定となっている（＊））。 

（＊）両規則の該当箇所において、「合計額（その額が零を下回る場合にあって

は、零）とする。」と規定されている。 

  逆にいえば、公益法人が公益目的事業財産以外の財産(たとえば法人会計に属す

る財産)から、公益目的事業の遂行のために、公益目的事業会計に対し資金繰り等

の理由から一時的に貸与等を行った財産が減額されないならば、その公益法人は公

益認定取消し時において、その法人会計上の財産の減少等により、一般法人として

の存続の道を絶たれることも生じうる結果となり、このことは、立案担当者の意図

に反するとともに、一般法人が公益認定を取得し、一般法人固有の業務とともに公

益目的事業を行うという、いわゆる二階建ての新公益法人制度の根本的な構造に反

し非合理的である。 

 

３．公益目的事業財産等の意味の確認 

(１)公益認定法第 18 条１号から７号は公益目的事業を行うことにより取得し、また

は保有していると認められるものを定めている。そして８号では、そのほかに同法

施行規則第 26 条の１号から７号では各種の財産（徴収した経費、合併時の財産、

公益目的保有財産関連財産等）を規定し、８号では、当該法人の定款または社員総

会もしくは評議員会において、公益目的事業のために使用し、または処分する旨を

定めた額に相当する財産を、公益認定法上の公益目的事業を行うことにより取得し、

または保有している財産と定めている。 

 

(２)この８号の財産は、定款の規定や社員総会もしくは評議員会の議決を必要とする

ことに象徴されるように、法人が自らの財産を定款または議決機関の議決を経て、

公益目的事業財産としたときのことを規定しているものと考えられる。 

  後記４．で見るように、この規定による法人の自己財産の公益目的事業財産化に

ついて、ＦＡＱⅥ-2-⑥（区分経理）では、「決算承認の社員総会又は評議員会でも

可能です。」と解説しているが、これは施行規則 26条 8号繰入の拡大解釈であると

考えられないだろうか。およそ自己の財産を公益目的事業財産という寄付や出捐等

から構成された、いわば他人からの公益目的のための預かり財産（あるいは信託財

産）に移すときに、普通であれば個別の議決事項の扱いとなる案件が、決算承認の

書類の中に「他会計振替」と記載されていればよいとするのは飛躍しており、「他会

計振替」が記載された計算書類の承認をもって社員総会・評議員会の決議がなされ



4 

たとする見方は、自己の財産の恣意的な使用にあたるというガバナンス上の問題も

あると考えられる。（因みに、会計監査人設置法人においては、計算書類等は社員総

会又は評議員会の承認は必要としないが（一般法人法第 127 条）、このような法人

においては、このような「他会計振替」について、別途社員総会又は評議員会の承

認または議決事項として取り扱うことになるのであろうか。） 

ましてや、改訂された「定期提出書類の手引き」Ｈ表の解説では、「他会計振替し

ていなくても公益目的事業の経費等に費消した場合は、その財産額の合計額」が公

益目的事業財産となるとしているが、このような取扱いとする根拠を明らかにすべ

きと考える。 

 

(３)これと混同乃至は混乱しやすいのが公益認定法施行規則第 48 条第 3 項第１号の

ルの「定款または社員総会もしくは評議員会の定めによりその事業年度において公

益目的事業財産となった額」であるが、これは上記(２)の公益目的事業財産をＨ表

の計算上算入するためのテクニカルな規定である。(ちなみにここでは、計算のた

めの用語であることを明確にするためか、「財産」ではなく、「額」と表示されてい

る。) 

  ここでも「定款または社員総会もしくは評議員会の定めにより」という修飾語が

上記（１）記載の財産の場合と同様についているが、これは上記（１）に記載した

財産が公益目的事業会計上の財産に入ることのいわば押念規定であり、このような

計算をすることについて、定めや議決を要するわけではない。 

 

(４)さらに混乱を招いているのが、公益認定法第 30 条第 2 項３号に規定する公益目

的事業財産以外の財産(すなわち法人の固有財産)であって、公益目的事業を行うた

めに費消し、または譲渡したもの並びに公租公課等の支払いの額の合計額について

の考え方である。 

  この規定は本来法人の固有財産であったものを公益目的事業会計が一時的に借

用乃至は使用していることから、それを法人会計の財産に戻すべく公益目的事業財

産から控除するための規定であると考えられる。そのためもあってか、この規定で

は、「定款または社員総会もしくは評議員会において」という修飾語はついていな

い。 

これについて、会計研究会の 2015年 3月 26 日の報告「公益法人の会計に関する

諸課題の検討状況について」の 21 頁では、このような解釈があり得るという正当

な認識も保有しながら、「赤字を補てんした財産は、認定法第 18条第 8号に基づく

認定法施行規則第 26 条第 8 号で規定されている、定款又は社員総会若しくは評議

員会において、公益目的事業のために使用し、又は処分する旨を定めた額に相当す

る財産に該当するという解釈があり得る。」としてこの後者の解釈を一定の留保を

おきながらも正当なものとしている。 

しかも、22頁では「この考え方(上記第 2段の考え方－筆者注)に従って計算する
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と、赤字補てんが繰り返し行われると、公益目的事業会計に区分された(公益目的

事業のために使用することを予定された)財産が存在しているにもかかわらず、公

益目的取得財産残高がマイナスとなるおそれがある。この場合、認定取消等で残さ

れた財産を自由に処分できることになるが、適当であるか疑問が残る。」としてい

るが、その真偽は別途検証する必要があるとしても、規則の規定と、その上位規定

である法律の規定との齟齬をどう整理するのかという問題は残るものと考える。 

 

(５)問題は、法律上ではこの様に明確になっているにもかかわらず、定期提出書類の

手引きのＨ表の解説では、上記(４)の金額について調整する欄が設けられておらず、

しかも１欄がマイナスとならないように相当額をプラスにするように指導してい

ることである。そもそも 1欄については、それがマイナスであっても、上記２．記

載のように何の問題もないことはいうまでもない。 

他方、上記(４)記載の額を減少させ、公益目的取得財産残額を少なくすることに

よって、公益法人の認定取消し等の場合に、法人会計の資産が正当な額となるよう

にするという私共の考えの場合においては、それを明示した仕組みのＨ表の計算式

にするか、現状のままとするならば、1 欄がマイナスであってもかまわないという

解説に変更すべきであると考える。（この問題の詳細については、次の４．（２）で

取り上げる。） 

 

４．その他の問題 

(１)他会計振替額の会計処理 

 ①ＦＡＱ Ⅵ-2-⑥（区分経理）に以下の表現がある。 

２ （前略）「他会計振替額」は会計区分間の資産及び負債の移動(内部貸借取引

を除く。)を意味しており、収益・費用の按分を処理する科目ではありません。

（以下略） 

 

３ 法人会計から公益目的事業会計への振替は、公益認定法施行規則第 26 条第

8 号に定められる定款又は社員総会若しくは評議員会において、公益目的事業

のために使用し、又は処分する旨を定めた額に相当する財産として振り替える

ことになります。(決算承認の社員総会又は評議員会でも可能です) 

 （中略） 

 

(参考)他会計振替の考え方、振替額の計算方法、計算事例等については、日本公

認会計士協会から公表されている「非営利法人委員会研究資料第４号」に記載が

あります。 

  

 ②このうち、公益認定法施行規則第 26条 8 号の財産についての振替について、（決

算承認の社員総会又は評議員会でも可能です)という括弧書きがおかしいことにつ
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いては、上記３．の（２）に記載したとおりである。 

問題は、2 において「『他会計振替額』は会計区分間の資産及び負債の移動(内部

貸借取引を除く。)を意味しており、収益・費用の按分を処理する科目ではありませ

ん。」としておきながら、３において「法人会計から公益目的事業会計への振替」

を、他会計振替扱いとしている点である。これによれば認定法第 30 条２項３号の

控除財産も他会計振替により、公益目的事業財産となり、公益認定取消し時の控除

計算対象でなくなってしまう結果となる。 

③他会計振替についてこのような定義をしたことの是非はさておいて、法人会計か

ら公益目的事業会計への財産等の振替については、公益目的事業財産にするための

もの（上記３．（１））と、公益目的事業の収支を一時的に補うもの（上記３．（４））

とがあるわけであり、その差異を意識せずに、振替処理を要求していることから、

このＨ表の解釈や実務に混乱を招いたと思われる。（＊） 

（＊）尤も上記３．（２）の中で示したように、改訂された「定期提出書類の手引

き」では、「他会計振替していなくても公益目的事業の経費等に費消した場

合は、その財産の合計額」が公益目的事業財産となるとされていることから

すると、この手引きでは経理処理の名称はなんであっても公益目的事業財産

とする考えのようである。 

（２）Ｈ表の在り方 

①上記のとおり、Ｈ表を本来の認定取消し時の公益目的取得財産残額を計算するた

めのものとするならば、1 欄がマイナスになることもありうるのは、当然のことで

あり、13 欄に記入すべきものは、公益認定法施行規則第 26 条 8 号に規定する公益

目的事業財産となった財産のみであるべきである。（それは、公益認定法施行規則

第 48条 1号ルの財産の額とイコールであることは前述のとおりである。） 

これに関連して、改訂された定期提出書類の手引きにおいては、１欄がマイナス

の場合には、0 となるように必要な相当額を加算するように記載しているが、どの

ような根拠に基づいた考えなのか大いなる疑問を抱かざるを得ない。 

②ただ、公益認定法第 30 条 2 項３号の差し引きする額については、Ｈ表に記入す

る欄がなく、その額がどの程度であるかは表の上からはわからない。 

 推測するに、立案者は、公益認定法第 30 条 2 項３号の振替額をＨ表の計算上入

れない結果、公益目的事業収支がマイナスになるならば、結果として 1欄にその数

字が反映されるので、減算額の表示は必要ないと考えたのであろうか。この考えな

らば、減算するための算式並びに表示は不要となり、公益法人側もその金額の計算

が不要になるので、合理的といえばいえるであろう。 

（３）法律の解釈とその理由の開示について 

  上記のとおり、私共の解釈は、当局（会計研究会を含む）と主要な点で幾つか異



7 

なっている。このような考えがすべて正しいとは思っていないが、こうした公益法

人制度の根幹にかかわることで、複数の公益法人関係者、公認会計士や学者の意見

と当局の見解が異なっていることは、公益法人制度並びに個々の公益法人実務の現

在並びに将来のために不幸なことである。 

  本件については、これまでの定期提出書類の審査や認定取消の過程で問題視され

てこなかったことから、事実上の解釈変更であり、解釈変更を行う場合には、当局

においては、従来の見解を変更したことの周知が必要である。こうした問題に対し

て、当局におかれては、ＦＡＱや手引き等を公開されるまえ乃至は事後に親切な解

説や説明をおこない、一般の公益法人関係者が、納得できるような理由の開示を期

待したい。 

５．おわりに 

上述の意見が正しいとすれば、(１）ＦＡＱ並びに（２）定期提出書類の手引きに

ついては、該当箇所を早急に見直し、修正されることを希望する。 

仮に私共の解釈やその他の論者の意見等が誤りとするならば、上記４の(３)のと

おり、広く一般の公益法人関係者に対して、Ｈ表をめぐる諸問題について、改めて

分かり易い説明会等を開催し、その疑念や誤解を解消することを切に希望する。 

以上 

別添参考資料： 

「公益法人の会計に関する諸課題の検討状況について」抜粋（公益認定等委員会 公

益法人の会計に関する研究会。2015年 3月 26日） 
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VI 定期提出書類

1.別表Hと財務諸表の関係

定期提出書類の別表Hは、毎事業年度の公益目的取得財産残額を算定する書

類である。公益目的事業財産の毎事業年度のフローとストックを捉え、公益法人

が、現在、公益目的事業にどの程度の財産を投下しているかを示すものである。

公益目的事業財産は、認定法及び認定法施行規則で財産となるものが決まっ

ている。しかし、公益目的事業会計で赤字が発生し、公益目的事業財産以外の財

源で赤字を補てんした場合、赤字を補てんした財産が公益目的事業財産に含ま

れるかどうかなど、法令等の解釈において意見の分かれるところがあり、法人か

らも別表Hを作成する上で難しいという声がある。

まず、公益目的事業財産は、認定法第 18条及び認定法施行規則第 26条で規

定されているところであり、赤字を補てんした財産は、認定法第 18条第 8号に

基づく認定法施行規則第 26条第8号で規定されている、定款又は社員総会若し

くは評議員会において、公益目的事業のために使用し、又は処分する旨を定めた

額に相当する財産に該当するという解釈があり得る。 ＇ 

一方、認定法第 30条第 2項第 3号において、公益目的事業財産以外の財産に

ついて公益目的事業を行うために費消、譲渡した場合には、公益目的取得財産残

額から控除するものと規定されており、赤字補てんはこれに当たるとの解釈が

あり得る。

二つの解釈のうちいずれかをとるかによって、公益目的取得財産残額の計算

結果が異なってくるものであり、研究会としては以下の結論を得た。

赤字を補てんした財産は、認定法第 18条第8号に基づく認定法施行規則第 26

条第8号で規定する、公益目的事業のために使用、又は処分する旨を定めた額に

相当する財産に該当すると考えられる。

なぜなら、認定法第 19条において区分経理の規定が設けられている趣旨の一

つに、公益目的事業と収益事業等の事業活動の実態をそれぞれの会計により確

認できるようにすることがある。このことを踏まえると、公益目的事業の事業活

動は極力公益目的事業会計で表されることが必要と考えられる。したがって、公

益目的事業会計に区分された財産は基本的には認定法第 18条に規定する公益目

的事業財産に該当し、それに該当しないものはごく例外的な場合と解すべきで

ある。このため、認定法第 30条第2項第 3号の公益目的事業財産以外の財産に

ついて公益目的事業を行うために費消、譲渡した場合についても、限定的に解す

るのが適切であると考えられる。（注 1)

すなわち、公益目的事業会計以外の財産で公益目的事業会計の赤字を補てん
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した場合、当該補てんのための金額は、一度公益目的事業会計に移動されてから、

支出されていると考えられる。会計上は、当該金額は、正味財産増減計算書内訳

表（他会計振替額）で、公益目的事業会計区分へ移動することになるものであっ

て、当該書類の決算承認をもって、公益目的事業のために使用することが意思決

定されており（注 2)、認定法施行規則第 26条第8号に該当し、公益目的事業財

産に当たるものと考えられる。

また、当該補てんした金額は、認定法第 30条第 2項第 1号の法人が取得した

公益目的事業財産及び同項第 2号の公益目的事業を行うために費消したものの

双方に当たるため、差し引きされて、公益目的取得財産残額の計算上影響を与え

ないこととなる。

（注 1)限定的に解した場合、例えば以下のような場合が該当すると考えられる

のではないか。

〇法人会計区分で所有している建物を一時的に公益目的事業に使用し

ている時の減価償却費。

〇退職給付引当資産を公益目的事業財産に位匿付けないで保有してお

り、公益目的事業会計区分に従事している従業員に配賦した退職給付

費用。

（注 2) これについては、「公益目的事業のために使用し、又は処分する旨を定

めた」というには、そのことが明示される形で意思決定が行われること

が必要であり、財務諸表の承認は当たらないのではないか、という意見

がある。特に、会計監査人設置法人については、法人法第 127条で定時

社員総会への報告となっていることから、該当するとは考え難いので

はないかという意見である。

なお、赤字補てんした財産は、公益目的事業財産以外の財産の費消であるた

め、認定法第 30条第 2項第 3号に該当するとの考えもあり、認定法第 30条第

2項第 3号を限定的に解する必要はなく、法人が公益目的事業財産以外の財産

を財源としてまで公益目的事業を実施していることを評価し、その財源とした

額を公益目的取得財産残額から減額することが社会通念上公平という考え方も

ある。この場合補てん額は、公益目的取得財産残額から控除されることになる。

しかし、この考え方に従って計算をすると、赤字補てんが繰り返し行われると、

公益目的事業会計に区分された（公益目的事業のために使用することが予定さ

れた）財産が存在しているにもかかわらず、公益目的取得財産残額がマイナスと

なるおそれがある。この場合、認定取消等で残された財産を自由に処分できるこ

とになるが、適当であるか疑問が残る。研究会の結論を参考にさらに検討を進め
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ていただきたい。

2.別表C (2)控除対象財産と財務諸表の関係

控除対象財産と財務諸表との具体的な関係（勘定科目）が分かりにくいため、

両者の関係を整理すると、以下のとおりとなる。

会計上の
財産の使途・保有目的と認定法における財産区分

控除対

資産区分 象財産

（流動資産） 特に使途の定めがないもの（遊休財産） X 

（固定資産） 公益目的 不可欠特定財産

基本財産 保有財産 不可欠特定財産以外の公益目的事業財産

収益事業等・管理活動財産

寄附者等による使途の指定のある財産・資金 五、六

使途・用途不明等（上記以外） （遊休財産） X 

特定資産 公益目的 1不可欠特定財産以外の公益目的事業財産

保有財産 I
収益事業等・管理活動財産

資産取得資金

特定費用準備資金 四

寄附者等による使途の指定のある財産 ・資金 五、六

使途・用途不明等（上記以外） （遊休財産） X 

その他 公益目的保有財産（金融資産以外）

固定資産 収益事業等・管理活動財産（金融資産以外）

使途・用途不明等（上記以外） （遊休財産） X 

（注） 一～六： 認定法施行規則第 22条第 3項各号に該当

X: 該当せず。

これらの関係を定期報告書類作成時において、財務諸表と別表C (2)の整

合性を確認する必要がある。

3.実施事業資産と財務諸表の関係

移行法人における実施事業資産を区分して明らかにする方法として、①貸借

対照表内訳表において実施事業等会計、その他会計及び法人会計の 3つに区分

することにより、明示する方法、②貸借対照表に実施事業資産を注記する方法の

二つがあげられているが、具体的な記載例がないため、どの程度の記載があれば
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